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大町市議会モニター設置要綱 

 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、大町市議会モニター（以下「議会モニター」という。）の設置及

び運営に関し、必要な事項を定めることにより、大町市議会（以下「市議会」とい

う。）の運営等に関し、当市の未来を担う若い市民からの要望、提言その他の意見を

広く聴取し、市議会の運営等に反映させ、もって市議会の改革・活性化を図ること

を目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

（１）市民 市内に居住する者をいう。 

（２）会議 市議会の本会議、常任委員会、特別委員会及び市議会議長（以下「議長」

という。）の下に設置される協議会等をいう。 

（職務） 

第３条 議会モニターは、次に掲げる職務を行うものとする。 

（１）会議を傍聴又は動画を視聴し、当該会議の運営等に関する意見を文書等で議長

に提出すること。 

（２）大町市議会だより及び大町市議会のホームページを閲覧し、文書により意見を

提出すること。 

（３）議長が依頼した市議会の運営に関する調査事項に回答すること。 

（４）市議会議員と年１回以上、意見交換を行うこと。 

（５）その他議長が必要と認めた事項。 

（意見等の活用） 

第４条 議会モニターから意見等が提出されたときは、議長は必要に応じて関係する

会議に当該意見等を送付し、当該会議において検討させるものとする。 

２ 前項による検討結果は、原則として当該意見等を提出した議会モニターに通知す

る。公表する場合は、公正、公平を期するため、原則として議会モニターの氏名は

公表しない。 

（資格） 

第５条 議会モニターは、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。 

（１）１８歳以上４５歳以下の市民であり、公務員、各種議会議員又は行政委員でな

いこと。 

（２）市議会の仕組み及び運営に関心があること。 

（３）市政及び地域の振興や発展に関心を持ち、公正な社会的見識を有する者である

こと。 

（欠格事項） 

第６条 次の各号のいずれかに該当する者は、議会モニターとなることができない。 

（１）議会モニターとして、議会の品位を損なうおそれがあるとき。 
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（２）議会モニターとして、社会的信用を失墜するような行為を行うおそれがあると

き。 

（３）その他議会モニターとして妥当でないと議長が認めるとき。 

（定員） 

第７条 議会モニターの定員は１０人以内とする。ただし、議長が特に必要と認める

ときは、増員することができる。 

（任期） 

第８条 議会モニターの任期は１年とし、再任を妨げない。 

（募集方法） 

第９条 議会モニターは、公募とする。ただし、議長が適当と認めた団体等に対し、

適任者の推薦を依頼することができる。 

（委嘱） 

第１０条 議会モニターは、議長が委嘱する。 

（委嘱の取消し） 

第１１条 議会モニターが次の各号のいずれかに該当するときは、議長は、当該議会

モニターの委嘱を取り消すことができる。 

（１）第３条に規定する職務が遂行できなくなったとき。 

（２）第５条に規定する要件を満たさなくなったとき。 

（３）議会モニターとしてふさわしくない行為があったとき。 

（４）その他議長が必要と認めたとき。 

（報酬等） 

第１２条 議会モニターは、無報酬とする。ただし、議長が必要と認めたときは、謝

礼を支給することができる。 

（委任） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、議長が議会運営委員会に諮っ

て別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 


